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【支援対象】
成人期に、生活の自立や一般就労が可能と考えられる
小児慢性特定疾病児童等
（障害者福祉施策や発達障害者支援施策等による支援を
行うことが適当な者については、それらの対策によるこ
とが適当である。）

【支援内容】
・小児慢性特定疾病児童等が成長する過程において
ヘルスリテラシー（自分の健康や疾患のことを語れる
力）、療養行動、セルケア等の獲得の支援。

【支援方法】
・成長をサポートするプログラムの作成の支援 等

【小児慢性特定疾患児童等の目標の設定】
・ヘルスリテラシーの獲得
・メンタルヘルスの維持
・家族・親子関係の成長
・社会とのつながり、自分の将来の生活をイメージす
ることができる 等

「成人移行支援コアガイド(ver1.1)」から抜粋

小児慢性特定疾病児童等自立支援事業における
自立支援員の支援について

「令和６年度全国健康関係主管課長会議」の資料より抜粋



小児慢性特定疾病児童等自立支援員の設置について①

【背景】
・小児慢性特定疾病にかかっている児童等は、慢性的な疾病を抱え学校生活や
社会生活を送る上で制限を受けながら治療を続けていることにより、社会性
の涵養に遅れが生じることがある。

・児童等の成長に伴い、自らの健康情報を把握し、健康管理スキルを身に付け、
成人期医療に対する心構えを習得し、ケアを中断することなく新しい医療提
供者との関係を構築することができるなど、児童等の自立性を育成していく
ことが求められている。

千葉県こども病院に、新たな相談窓口を設置

・小児慢性特定疾病等の医療に関する知識
・児童の成長・発達について専門的な知識・経験



小児慢性特定疾病児童等自立支援員の設置について②

【千葉県こども病院に委託する「自立支援員」業務について】



小児慢性特定疾病児童等自立支援員の設置について③

【実施体制】
・自立支援員１名（常勤 看護師）等を配置
・電話、面談、Zoomによる相談を行う
・週３回、１日６時間程度実施（事前予約制）

【受付】
（１）相談日

月・水・金曜日（祝日、年末年始を除く）

（２）相談時間
午前９時３０分から午後３時３０分

（３）問合せ
千葉県こども病院 こども・家庭支援センター
電 話 ０４３－３１２－０３３０
メール shomanjiritu@mz.pref.chiba.lg.jp



小児慢性特定疾病児童等の成長等と支援について

平成２９年度「千葉県慢性疾病児童等地域支援協議会」資料３ P.13を基に改変


